
老人保健医療特別会計 
 
○平成１６年度決算状況 
 

歳  入 決 算 額 歳  出 決 算 額 

１．支払基金交付金 12,728,818,319 円 １．総務費     63,921,654 円 

２．国庫支出金 4,957,572,306 円 ２．医療諸費 20,194,418,214 円 

３．県支出金 1,268,410,728 円 ３．公債費            69,622 円 

４．繰入金 1,233,372,000 円 ４．諸支出金     12,597,026 円 

５．繰越金 241,950,632 円 ５．予備費              0 円 

６．諸収入 52,193,780 円  

合   計 20,482,317,765 円 合   計 20,271,006,516 円 

 収   支    211,311,249 円 

 
 老人保健医療の本年度の状況は、平成14年度の制度改正により年度末受給資格者数が31,011人 
となり、合併による楠町分の増加はあるものの前年度末受給資格者数31,143人に比べて132人（ 
0.4%）減少しました。医療給付費等の額は、前年度に比べて142,790,276 円(0.7%)増加しました。 
一人当たりの年間給付額651,201 円は前年度と比べて1.1%の増となりました。 
 
 
歳入 
 
款１ 支払基金交付金  

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

12,623,989,000 円 12,728,818,319 円 12,728,818,319 円 104,829,319 円 

 
支払基金交付金は、受給者の加入する各保険者からの拠出金であり、老人保健医療特別会計の 
財源の約６２％を占めています。 
 
 
款２ 国庫支出金 

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

5,051,341,000 円 4,957,572,306 円 4,957,572,306 円 △93,768,694 円 

 
国庫支出金は、国の負担金であり、老人保健医療特別会計の財源の約２４％を占めています。 

 
 
款３ 県支出金 

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

1,269,673,000 円 1,268,410,728 円 1,268,410,728 円  △1,262,272 円 

 
県支出金は、県の負担金であり、老人保健医療特別会計の財源の約６％を占めています。 



 
款４ 繰入金 

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

1,233,372,000 円 1,233,372,000 円 1,233,372,000 円     0 円 

 
繰入金は、一般会計より全額繰入れ、老人保健医療特別会計の財源の約６％を占めています。 
 
款５ 繰越金 

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

241,950,000 円 241,950,632 円 241,950,632 円    632 円 

 
繰越金は、前年度の剰余金であり、医療費等に充てられます。 
 
款６ 諸収入 

予算現額 調定額 収入済額 予算現額との比較 

47,054,000 円 52,193,780 円 52,193,780 円  5,139,780 円 

 
諸収入は、自動車事故等の第三者行為に対する求償に基づく納付金が主なものです。 
 
歳出 
 

目的 老人保健対象者の生活の安定 

指標 受給資格者数 目標 30,617 人 実績    31,011 人 
（15年度 31,143 人） 

説明 

高齢者の医療費の負担を軽くし、安心して医療を受けられるように、75歳以上の医療保険
加入者に対して、医療給付等を実施しました。平成14年度の制度改正による年齢引き上
げのため、受給資格者数は年々減少していますが、楠町との合併によって、1,262人増え
たため、合計では微減となりました。今後も広報などによる制度の周知を図り、本制度の
円滑な運営に努めます。 

款１ 総務費 
項１ 総務管理費  
目１ 一般管理費  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

64,975,000 円 63,921,654 円  
    1,053,346 円 

 
 〔一般職給〕  ３人            20,683,455 円 
 〔診療報酬支払事務費〕          34,179,130 円  (国庫支出金 8,173,000 円) 
 〔一般経費〕               9,059,069 円 
 
款２ 医療諸費  
項１ 医療諸費  
目１ 医療給付費  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

19,920,362,000 円 19,739,875,307 円  
 180,486,693 円 

 
医療給付費は、医療機関からの診療報酬明細書に基づいて支払う老人保健医療受給者の医療費です。 
 〔医療給付費〕            19,739,875,307 円 (国庫支出金 4,756,360,860 円) 
                                     (県支出金  1,220,068,881 円) 
                                     (その他特財 12,359,962,357 円) 



 
 目２ 医療費支給費  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

381,227,000 円 368,768,894 円  
  12,458,106 円 

 
医療支給費は、柔道整復・マッサージ及びコルセットの費用等の現金給付の費用です。 

 
 〔医療支給費〕               368,768,894 円 (国庫支出金   87,759,130 円) 
                                     (県支出金     22,511,366 円) 
                                     (その他特財    230,901,643 円) 
目３ 審査支払手数料  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

87,516,000 円 85,774,013 円  
  1,741,987 円 

 
審査支払手数料は、診療報酬明細書の審査にかかる手数料を審査機関に支払う費用です。 

 
 〔審査支払手数料〕             85,774,013 円 (その他特財    83,639,000 円) 
 
 
款３ 公債費 
項１ 一般公債費  
目１ 利子  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

300,000 円   69,622 円  
 230,378 円 

 
利子は、老人保健医療特別会計運営にかかる一時借入金利子です。 
 
 
款４ 諸支出金 
項１ 償還金及び還付金  
目１ 償還金  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

3,398,000 円 3,397,026 円  
    974 円 

 
老人保健医療の運営にあたり国・県・支払基金から交付金の概算交付を受け、翌年度精算を行いま 
す。償還金は、前年度の過交付分の返還費用です。 
 
 目２ 還付金  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

1,000円    0円  
   1,000 円 

 
項２ 楠町借入金返済金 
目１ 楠町借入金返済金 

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

 9,200,000 円 9,200,000 円  
    0 円 

 



  楠町老人保健特別会計の決算に伴い、支払資金充当のため借入をした借入金の返済金です。 
 
款５ 予備費 
項１ 予備費  
目１ 予備費  

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 

400,000 円    0円  
  400,000 円 

 


